
一般社団法人ＥＭｏＢＩＡ会員規定 

平成３１年４月１日 
 
第 1 条（総則） 
本法人の会員は、本法人定款及び規約を遵守し、設立の目的達成に向けて、相互に協調、

協力するものとする。 
 
第 2 条（会員の種類及び権利） 
本法人の会員の種類とその権利は以下のとおりとする。 
（1）発起会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体、個人とし、本法人の技術習得活動、
本法人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動

をすることができる。なお、発起会員は理事会決議により別途設置するワーキング・グル

ープの常任メンバーとして、社員総会への参加申請を行なうことができる。 
（2）正会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体とし、本法人の技術習得活動、本法人
での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動をする

ことができる。なお、正会員は理事会決議により別途設置するワーキング・グループの常

任メンバーとして、社員総会への参加申請を行なうことができる。 
（3）賛助会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体とし、本法人の技術習得活動、本法
人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動をす

ることができる。 
（4）個人会員は、本法人の趣旨に賛同する個人とし、本法人の関連する企画・イベント関
連の参加や本法人が発信する情報共有を受ける事が出来る。 
（5）特別会員は、本法人の趣旨に賛同し参加を希望する大学、研究機関、公共団体等、ま
た、理事役員の推薦により、代表理事が特に認めた者とする。 
 
第 3 条（顧問） 
	顧問への登録は代表理事及び理事会の承認を得て行われ、顧問への登録に際して会費の徴

収はしない。	

 
第 4 条（入会手続き） 
本法人の会員になろうとする者は、入会申込書（別途指定する）を本法人事務局に提出し、

代表理事の承認を得なければならない。 
 
第 5 条（入会の承認） 
会員の入会については事務局がこれを審査し、理事会の承認を得ることとする。事務局は



承認後速やかに会員登録を行い、当該会員に手続きの完了を通知する。 
なお、本法人の会員になろうとする者が次の場合に該当するとき、本法人は入会を拒否す

ることができる。 
（1）入会申請をした法人、団体が、法令もしくは公序良俗に反する事業を行いまたはこれ
を行おうとしている場合 
（2）入会申請手続きに不備のある場合 
（3）本法人より除名処分を受けたことがある場合 
 
第 6 条（入会日） 
入会を認められた者は、会員登録の日をもって当法人の会員となる。 
 
第 7 条（会費等） 
入会金及び年会費は本法人の定める支払い期日までに指定する金融機関の口座に振り込む

方法により支払うものとする。 
 
第 8 条（届出事項の変更） 
会員は入会時に届出た事項に変更があったときは、変更内容を証する書面または電磁的記

録を添付の上、本法人に対し、これを届出なければならない。 
 
第 9 条（会員資格の喪失） 
本法人の会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。 
（1）退会したとき 
（2）除名処分を受けたとき 
（3）会員が解散もしくは破産したとき 
２．１の各号の場合において会員が既に納付した会費等は、これを返還しない。 
３．１の各号の場合において会費等が未納付の場合、会員はこれを納付しなければならな

い。 
４．１の各号の場合において未履行の義務がある場合、これを免れることはできない。 
 
第 10 条（退会） 
本法人を退会しようとする会員は、退会届に必要事項を記入のうえ、退会日の１ヶ月前ま

でに提出することで本法人を退会できるものとする。 
 
第 11 条（除名） 
理事会は会員が次のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。 
（1）本法人の名誉を著しく毀損する行為またはこれに類似する行為があったとき 



（2）本法人の規約等に違反する行為があったとき 
（3）会費を６ヶ月以上滞納したとき 
 
第 12 条（規定の改定） 
本規定の改定は理事会の決議による。 
 
第 13 条（会員情報の取扱い） 
会員は、本法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利

用することに同意したものとする。 
（1）会員が提供する各種サービスや社団の活動を会員に知らせる必要がある場合 
（2）会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本法人のウェブサイトや販促物等に掲載する
場合 
（3）本法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合 
（4）本法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取
り扱わせる場合 
（5）個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示な
ど 
 
第 14 条（免責及び損害賠償） 
１	 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料・情報について、自らの判断によりそ

の利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を

こうむった場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。 
２．会員間（個人会員を含む）の問題に関して、本法人は一切の責任を負わないものとす

る。 
 
第 15 条（条項等の無効） 
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断され

た場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。 
 
第 16 条（合意管轄） 
本規約に関する準拠法は日本法とし、本法人について訴訟提起の必要が生じた場合には、

福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
 
第 17 条（社員総会） 
社員総会の構成及び権限、運営については一般社団法人ＥＭｏＢＩＡ定款の定めるとおり

とする。 



 
第 18 条（その他） 
本規定に定めの無い事項については理事会において別途定める。 
 
（本法人会費に関する細則） 
本法人の入会金については、以下により取り扱うこととする。 
１ 発起会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30万円（非課税、社団設立時費用として納入） 
２ 正会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30万円（非課税） 
３ 賛助会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10万円（非課税） 
４ 個人会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0円 
５ 特別会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0円 
本法人の年会費については、以下により取り扱うこととする。 
１ 正会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一口	 36万円（非課税） 
２ 賛助会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一口	 12万円（非課税） 
３ 個人会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一口	 1万 2千円（非課税） 
４ 特別会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一口	 0円 
 
※１ 年度は毎年４月１日より翌年３月３１日迄とする。なお、初年度の年会費は、入会日
（理事会の承認が下りた日）より月割りにて計算することとする。 
 
 
 
  


